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●PPP/PFIの概念

管路DB、浄化センター等整備DB及び包括はPPP事業ではあるが、PFI法に基づく事業ではありません。
今後実施予定のウォーターPPPは、PFI法に基づいた事業としての実施を予定していきます。

●PFIとは（根拠法︓⺠間資⾦等の活⽤による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法））
① 庁舎や公営住宅、学校、上下水道等の整備等にあたって、従来のように公共団体が設計・建設・運営等の⽅法を決め、

バラバラに発注するのではなく、どのような設計・建設運営・を⾏えば最も効率的かについて、⺠間事業者に提案競争
させ、最も優れた⺠間事業者を選定し、設計から運営までを⾏わせ、資⾦調達も⾃ら⾏ってもらう制度です。

▶ 公共施設等が利⽤者から収⼊を得られるものである場合、より公共の負担が少なくなる可能性があります。
② ⺠間事業者に、公共施設等の整備や運営だけでなく、オフィス・売店等の収益施設を併設させることが可能であれば、

より公共の負担が少なくなる可能性があります。
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〇官⺠連携事業（PPP/PFI）とは



︓包括的⺠間委託の深化及びコンセッション⽅式を総称した「ウォーターPPP」が令和5年6月に国より示されました

●下水道分野におけるPPP/PFIの主な類型として、包括的⺠間委託、指定管理者制度、DBO⽅式、PFI（従来
型）、PFI（コンセッション（公共施設等運営事業）⽅式）が挙げられています。
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性能発注⽅式であることに加え、かつ、複
数年契約であることを基本とする⽅式。

3〜5
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管路 「管路管理に係る複数業務をパッケージ化
し、複数年契約」にて実施している⽅式。

3〜5
年

指定管理者制度
強制徴収等の公権力の⾏使を除く運転、維
持管理、補修、清掃等の事実⾏為を含む公
共施設の管理を⺠間事業者に委託する⽅式。

3〜5
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ＤＢＯ⽅式 公共が資⾦調達し、施設の設計・建設、運
営を⺠間が一体的に実施する⽅式。
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ＰＦＩ（従来型）
⺠間が資⾦調達し、施設の設計・建設、運
営を⺠間が一体的に実施する⽅式のうち、
PFI（コンセッション⽅式）を除くもの。
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ＰＦＩ（コンセッ
ション⽅式）

利⽤料⾦の徴収を⾏う公共施設等について、
施設の所有権を地⽅公共団体が有したまま
運営権を⺠間事業者に設定する⽅式。
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︓地⽅⾃治法 ︓PFI法
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〇下⽔道分野におけるＰＰＰ/ＰＦＩの概要



〇ウォーターPPPに関する政府の動き

3

●令和5年6月2日に「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）」が第19回⺠間資⾦等活⽤事業推進会議において決定
され、同日内閣府のホームページで公表されました。



〇ウォーターPPPに関する政府の目標設定

4出典︓内閣府HP



〇ウォーターPPPに関する国⼟交通省下⽔道部の動き
●令和5年6月2日に「PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）」において決定したことを受け、下水道においては、官⺠

連携の裾野を拡大すべく、公共施設等運営事業（コンセッション⽅式）に準ずる効果が期待できる官⺠連携⽅式をコンセッショ
ンと併せて「ウォーターPPP」として推進していく⽅針となっています。

●汚水管の改築にあたっては、令和９年度以降「ウォーターPPP」の導⼊を要件化としています。
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年度 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

 導⼊可能性調査

 事業者選定

 浄化センター機械電気増設

 中継ポンプ場ポンプ増設

 中央監視設備更新

 包括的⺠間委託（R5.8.1〜R9.3.31）

 導⼊可能性調査・公募書類作成

 事業者選定

 事業開始（令和８年度〜令和17年度）

 事業化検討調査【国交省選定モデル事業】

 導⼊可能性調査・公募書類作成

 事業者選定

 事業開始（令和９年度〜令和28年度）

←令和７年４月に実施⽅針（案）公表予定

●管路施設の管理・更新⼀体マネジメント事業 ※対象︓管路施設

←令和６年12月に実施⽅針（案）公表予定

●コンセッション事業 ※対象︓浄化センター・中継ポンプ場・MP・浄化センターと中継ポンプ場を結ぶ幹線

●浄化センター等増設DB＋包括事業

1年短縮

〇葉⼭町下⽔道事業におけるウォーターPPP導入に向けたスケジュール
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※ウォーターPPP事業


